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第８ 粉末消火設備 

 

Ⅰ 共通事項 

１ 消火剤の成分等 

消火剤は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和 39 年自治省令第 28

号）第 7条に適合するもので、規則第 21 条第 3項第 1号イの規定によること。 

２ 粉末充てん比 

粉末貯蔵容器等の充てん比（容器内容積の数値と消火剤重量の数値の比）は、規則

第 21 条第 4項第 2号の規定によること｡ 

３ 粉末貯蔵容器等 

蓄圧式又は加圧式の粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンクは、規則第 21 条第 4項第

3号、第 4号及び第 10 号並びに昭和 51 年消防庁告示第 9号及び平成 7年消防庁告示第

1号の規定によるほか、第 6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅰ3の規定を準用すること｡ 

４ 加圧用ガス容器 

加圧用ガス容器は、規則第 21 条第 4 項第 5 号から第 6 号まで及び昭和 51 年消防庁

告示第 9 号の規定によるほか、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅰ３の規定を準用

すること｡ 

５ 貯蔵消火剤量 

粉末消火剤の貯蔵容器等に貯蔵する消火剤の量は、規則第 21 条第 3項の規定による

ほか、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ２(2)ウ及びエの規定を準用する｡★ 

なお、準用規定中の「規則第 19 条第 4項第 3号」を「規則第 21 条第 3項」に、「規

則第 19 条第 4 項第 1 号及び第 2 号」を「規則第 21 条第 3 項第 1 号及び第 2 号」に読

み替えるものとする。 

６ 貯蔵容器等のクリーニング装置 

貯蔵容器等のクリーニング装置は、規則第 21 条第 4項第 4号の規定によるほか、次

によること｡ 

(1) クリーニング用のガスは、規則第 21 条第 4項第 6号の規定のとおり窒素ガス又は

二酸化炭素によるものとする。 

なお、その容量は、次表の数値により算出した量以上とすること。★ 

使用ガスの種別 加圧式 蓄圧式 

窒素ガス 不要 10ℓ◆ 

二酸化炭素 20g 

※消火剤 1kg につき 
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(2) クリーニング用のガスは、規則第 21 条第 4項第 6号ニの規定のとおり別容器に貯

蔵すること。 

ただし、加圧用ガスに窒素ガスを用いる場合は、この限りでない。 

(3) クリーニング用のガス貯蔵容器の構造は、4を準用する。◆ 

７ 配管、管継手、弁類及び圧力調整器等の基準は、規則第 21 条第 4項第 7号、第 8号

及び第 9 号並びに平成 7 年消防庁告示第 1 号及び第 4 号の規定によるほか、次による

こと。 

(1) 加圧式の粉末消火設備に設置する定圧作動装置は、認定品を使用すること。★ 

(2) 消火剤放射時の圧力損失計算は、別記「消火剤放射時の圧力損失計算」によるこ

と。◆ 

８ 安全装置等 

容器弁、安全装置、放出弁及び破壊板は、認定品を使用すること。★ 

９ 粉末消火設備の設置種別等 

(1) 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には、固定式の粉末消火設備を、

その他の場所は、固定式又は移動式の粉末消火設備を設けること｡ 

ただし、防火対象物の道路の用に供される部分にあっては、屋上部分に移動式の

粉末消火設備を設ける以外、粉末消火設備は設けてはならない。 

(2) 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所の取扱いは、第５泡消火設備の

技術基準Ⅰ８の例によること。★ 

10 耐震措置 

第２屋内消火栓設備の技術基準２(7)の規定を準用すること。★ 

11 令第 32 条の特例基準 

第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅰ11 の規定によること。 

Ⅱ 固定式（全域放出又は局所放出方式）の消火設備 

１ 共通事項 

(1) 放出方式等 

放出方式は、原則として全域放出方式とすること。ただし、出火危険、延焼危険

の少ない広大な室内に、第 4 類の危険物を内蔵する機器等を設ける場合で、次の各

号に該当する場合は、局所放出方式とすることができる。◆ 

ア 予想される出火箇所が、上記の機器のみに限定されていること。 

イ 全域放出方式又は移動式の設置が不適当と認められるもの 

(2) 選択弁（分岐弁） 

選択弁（分岐弁）は、規則第 21 条第 4 項第 11 号及び平成 7 年消防庁告示第 2 号

の規定によるほか、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(2)の規定を準用するこ

と｡★ 

(3) 制御盤 
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制御盤は、規則第 19 条第 5 項第 19 号の 3 の例によるほか、第６不活性ガス消火

設備の技術基準Ⅱ１(3)の規定を準用すること｡◆ 

(4) 起動装置 

起動装置は、規則第 21 条第 4項第 13 号及び第 14 号の規定によるほか、次による

こと。 

ア 起動装置は、原則として手動式とすること。 

ただし、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(4)アに掲げる場所は、自動式

とすることができる。★ 

イ 手動式の起動装置は、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(4)エ（（ｷ）を除

く）の規定を準用すること｡★ 

ウ 自動起動装置は、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(4)オの規定を準用す

ること｡ただし、(ｳ)の規定について、立体駐車場等防護区画内に常時人がいない、

人命危険の極めて低い場合は、この限りでない。★ 

(5) 貯蔵容器等の設置場所 

貯蔵容器等の設置場所は、規則第 21 条第 4項第 3号の規定によるほか、第６不活

性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(5)の規定を準用すること｡★ 

(6) 貯蔵容器の開放装置 

貯蔵容器の開放装置は、規則第 21 条第 4 項第 13 号及び平成 7 年消防庁告示第 1

号の規定によるほか、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(6)の規定を準用する

こと｡★ 

(7) 音響警報装置 

音響警報装置は、規則第 21 条第 4 項第 15 号及び平成 7 年消防庁告示第 3 号の規

定によるほか、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(7)アからオまでの規定を準

用すること｡★ 

(8) 非常電源 

非常電源は、規則第 21 条第 4 項第 17 号の規定によるほか、第２３非常電源設備

の技術基準によること。★ 

(9) 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路の配線は、規則第 21 条第 4 項第 17

号の規定及び常用電源回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、第

６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ１(10)の規定を準用すること。★ 

２ 全域放出方式 

(1) 防護区画の構造等 

防護区画は、令第 18 条第 1号に定める構造とするほか、第６不活性ガス消火設備

の技術基準Ⅱ２(1)の規定を準用すること。★ 

(2) 貯蔵する消火剤の必要量 

ア 全域放出方式の粉末消火設備は、規則第 21 条第 3項第 1号により算出された量
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以上の量とすること。 

イ 規則第 21 条第 3項第 3号の規定によること。 

(3) 噴射ヘッド 

噴射ヘッドは、規則第 21 条第 1項及び平成 7年消防庁告示第 7号の規定によるほ

か、認定品を使用すること。★ 

(4) 保安のための措置 

保安のための措置は、規則第 21 条第 4 項第 16 号の規定によるほか、第６不活性

ガス消火設備の技術基準Ⅱ２(4)イからカの規定を準用すること。 

３ 局所放出方式 

(1) 貯蔵する消火剤の必要量 

ア 局所放出方式の粉末消火設備は、規則第 21 条第 3項第 2号により算出された量

以上の量とすること。 

イ 規則第 21 条第 3項第 3号の規定によること。 

(2) 噴射ヘッド 

噴射ヘッドは、規則第 21 条第 2項及び平成 7年消防庁告示第 7号の規定によるほ

か、認定品を使用すること。★ 

Ⅲ 移動式の消火設備 

１ 貯蔵する消火剤の必要量 

移動式の粉末消火設備は、規則第 21 条第 3項第 4号に規定する量以上の量とするこ

と。 

２ 構造及び設置方式 

 構造及び設置方法は、規則第 21 条第 5項並びに昭和 51 年消防庁告示第 2号の規定に

よるほか、第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅳの規定を準用すること。 

また、開放式の機械式駐車装置の場合については、次のとおりとする。 

ア 消火足場◆ 

原則として、全ての車両に有効に放射できるよう、各段に消火足場を設置する

こと。この場合の消火足場は次によること。ただし、各段に設置しなくても全て

の車両に直接有効に放射できる場合には、2段ごとに設置することができる。 

(ｱ) 消火足場は、消火活動上及び避難上支障のない強度を有すること。 

(ｲ) 消火足場及びこれに通ずる階段の有効幅員は 60 ㎝以上とし、柵を設ける等

の転落防止措置を講じること。 

(ｳ) 消火足場の各部分から異なる二方向以上の経路により地上まで避難するこ

とができること。 

(ｴ) 地上から消火足場までの経路をはしごとする場合は、各段のはしごを同一直

線上にないように設けるか、又は、はしごを同一直線上に設ける場合は、直上

段のはしごに柵を設ける等の転落防止措置を講じること。 
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イ 地下ピット式 

上下昇降式の機械式駐車場で、垂直の系統ごとに出し入れするものの地下部分

（地下 2段までのものに限る。）は、地上部分に設置した移動式粉末消火設備から

有効に放射できるよう、次により設置すること。 

(ｱ) 地下 1段用 

a 車両 1 台あたりのパレットに短辺 10 ㎝、長辺 15 ㎝ のノズル差込口を 2 個

以上対角線になるよう設置すること。 

b ノズル差込口の付近には、ノズル放射口である旨の表示をすること。 

(ｲ) 地下 2段用 

地下 1段目は地下 1段用と同様とし、地下 2段目は次によること。 

a 車両 1 台あたりのパレットに短辺 10 ㎝、長辺 15 ㎝ のノズル差込口を 2 個

以上対角線になるよう設置すること。 

b 放出口は、噴射ヘッド方式とすること。 

c ノズル放射口と放出口の接続は、鋼管とすること。 

d ノズル差込口は、消火剤の漏れがない構造とすること。 

e ノズル放射口の付近には、ノズル放射口である旨の表示をすること。  

Ⅳ 冷凍室又は冷蔵室に対する特例基準 

第６不活性ガス消火設備の技術基準Ⅵの規定を準用する。◆ 

Ⅴ 総合操作盤 

第２５の２総合操作盤の技術基準によること。 
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